
 

 

 

 
 
 
 
 
 
2 月 9 日支部中央委員会を開催し春闘要求を決定しました。 

 物価高騰の中で、賃金が上がらず生活が厳しくなっています。今年こそ 

ベースアップをとの声が出されました。 

 職場での人員不足、休暇が取れない問題、非正規職員の専任化・処遇改善 

など解決されない問題を一つひとつ交渉していきたいと思います、 
 

◇2024 年診療報酬改定に医療従事者の賃金引上げが盛り込まれる◇ 
 2024 年度は医療費の公定価格である診療報酬が改定されます。 

 今回の改定では本体 0.88％の引上げとなるとされています。看護職員、薬剤師、その他医療

関係職種の医療従事者の処遇改善に充当するとされ、具体的には 2024 年度 2.5％、2025 年度

2.0％ベースアップ（基本給引き上げ）を目指すと発表されました。また、40 歳未満の勤務医、

事務職員の賃金引上げも含まれるとされており、医療従事者の処遇改善は社会的な要請となっ

ています。 

 この処遇改善には、全国の医療労働組合の仲間と共に取り組んだ国会議員要請、省庁要請、

増員・処遇改善署名などの運動が反映されています。 

慶應義塾でも、単なる「手当」ではなく、「基本給の引き上げ」がなされるよう、交渉し実現

させます。一緒に声をあげましょう！ 

 
 
 

 

このアンケート「生活・意識実態調査」は義塾に働くすべての教職員が対象です。皆さんの生

活や職場の状況・要求を知り交渉の土台とする大切な調査です。回答できる箇所だけでも構い

ません。沢山の声をお聞かせください。多くの声が集まれば、強い要求となり、交渉の後押しに

なります。お忙しいとは思いますが、ぜひご協力をおねがいします。 

用紙記入後は 2 号館 6 階の組合掲示板にある回収箱に入れるか、院内便で「慶應労組四谷支

部」までお送りください。以下の QR コードからも回答できます。 

 

 

 

 

 

 
春の行事のお知らせ「いちご狩りと深大寺を歩く交流」 
    3 月 10 日 吉祥寺駅 9 時 30 分集合 

     三鷹市いちごランド以志井農園 
※ 詳細は後日お知らせしますので、まずはお休み確保を      
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2024 春闘 力を合わせてベースアップの実現を！ 
 

アンケートにご協力ください 期限は 2 月 19 日です 

 

 



 

◇嘱託職員・臨時職員交流の集い行いました◇ 
 

1 月 24 日に、非専任職員との交流会を行いました。交流会には職種の異なる 7 人の方が

参加され、賃金のこと、仕事のハードさ、楽しさなどお聞きすることができました。季節休

暇も残数が多く、有給休暇は法定の年 5 日さえ取得できていない方もいました。こうした

職場に愛想を尽かし他に転職する人もいます。働く者の権利も守られない中で良い医療の

提供はできるのでしょうか？労働組合は働く人の立場で一緒に考え、交渉していきます。 

以下は昨年の非専任職員に関連する要求の一部です。 

・専任職員の退職後については専任職員で補充。職場の実情に応じた増員と、臨時・嘱託など非

専任の専任化をはかること。外部委託や派遣労働者の拡大を行わない。 

・嘱託職員の賃金を一律 7.0％以上引き上げる。 

・非専任者の退職一時金は、当面 3 年以上継続して働いた嘱託職員に専任職員と同じ基準で支

給すること。 

◇ｅラーニングは業務です◇ 
年度末を迎え、必須の e ラーニングが残っている方も多いと思います。 

業務時間内に視聴させるべきものですが、もし時間外となった場合は 

「残業申請できる」と団体交渉で確認しています。業務調整しても時 

間内に視聴できなかった場合は残業申請をしましょう。 

職場の状況やご意見をお寄せ下さい。 
 

◇「医労連共済」のお知らせ◇  
●「医労連共済」に慶應義塾労働組合四谷支部では組織で加入をしています。3 月は、退職

(3 年以上の組合加入者)、子の小・中学校卒業、小学校入学などに該当される方も多いと思い

ます。給付対象は以下の通りです。組合員で該当する方はご連絡ください。 

●「医労連共済」には個人共済もあり、組合員本人、家族も加入できます。小さな掛け金で

大きな保障・安心の保険です。詳細は組合事務所までお問い合わせください。 

結婚 組合員が結婚したとき 8,000円 

銀婚 組合員が結婚して 25年たったとき 5,000円 

出生 組合員の子が生まれたとき 3,000円 

入学 組合員の子が小学校、中学校に入学したとき 2,500円 

卒業 組合員の子が中学を卒業したとき 2,500円 

退職 組合員が組合加入後 3年以上たって退職したとき 2,500円 

 組合員が組合加入後 20年以上たって退職したとき 5,000円 

組合員傷病 
(連続 14日以上) 

組合員が傷病で 14日以上連続休業したとき 7,500円 

※組合へは専任・非専任問わず、加入できます。組合への加入をご希望の方は、下記にご記入後、切り取り、慶應義

塾労働組合四谷支部まで塾内便にてご送付ください。(組合紹介パンフを希望の方は、k-yotsuya@keio-

union.or.jp にご連絡ください)。 

            記入日：20 年  月  日   職員番号：       職場名： 

 氏 名            生年月日：  年  月  日   職員・看護師

メールアドレス            

 

こちらからも

加入できます 

 


